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公

売

差
し
押
さ
え
不
動
産

合
同
公
売
を
行
い
ま
す

町
で
は
、
町
税
の
滞
納
者
の
財
産

の
差
し
押
さ
え
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。財

産
の
差
し
押
さ
え
を
行
っ
て
も

納
付
し
な
い
滞
納
者
の
、
差
し
押
さ

え
を
し
た
不
動
産
を
公
売
し
、
滞
納

し
た
税
の
支
払
い
な
ど
に
充
て
ま
す
。

公
売
は
、
前
橋
市
・
渋
川
市
な
ど

の
市
町
村
と
合
同
で
入
札
方
式
に
よ

り
行
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
公
売
予
定
物
件
の
案

内
が
財
務
課
税
務
室
に
あ
り
ま
す
の

で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
期
日

11
月
27
日(

火)

▼
場
所

群
馬
県
前
橋
合
同
庁
舎

(

前
橋
市
上
細
井
町
２
１
４
２
‐
１)

▼
不
動
産
公
売
物
件
（
吉
岡
町
分
）

・
吉
岡
町
大
字
上
野
田
字
夫
婦
石
１

９
３
６
番
１
外(

畑
・
山
林)

計
７
３
２
２

ｍ

・
吉
岡
町
大
字
上
野
田
字
夫
婦
石
１

９
９
４
番
１
外(

畑)

計
３
５
０.

７
５
２

ｍ

・
吉
岡
町
大
字
上
野
田
字
夫
婦
石
１

９
９
４
番
２
外(

畑)

計
４
１
１
２

ｍ

▼
注
意
事
項

・
吉
岡
町
農
業
委
員
会
が
交
付
す
る

買
受
適
格
者
証
明
書
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

・
公
売
は
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

※
公
売
に
関
す
る
情
報
は
町
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ(

h
ttp
://w

w
w
.to

w
n
.yo
sh
io
ka
.gu
n
m
a
.jp
/)

で
も

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

役
場
財
務
課
税
務
室

牲
54
・
３
１
１
１(

内
線
１
３
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農

業

漆
原
水み

土ど

里り

保
全
協
議
会

漆
原
用
水
に
ど
じ
ょ
う
の
放
流

漆
原
水
土
里
保
全
協
議
会
で
は
、

農
地
・
水
・
環
境
保
全
向
上
対
策
事

業
の
一
環
と
し
て
、
９
月
１
日
に
地

元
育
成
会
と
共
に
漆
原
用
水
へ
の
ど

じ
ょ
う
の
放
流
を
実
施
し
ま
し
た
。

農
業
集
落
に
お
い
て
は
、
高
齢
化

や
混
住
化
が
進
行
す
る
中
、
農
地
や

農
業
用
水
な
ど
の
資
源
を
守
る
「
ま

と
ま
り
」
が
弱
ま
っ
て
い
る
な
ど

様
々
な
状
況
が
変
化
し
て
い
ま
す
。

本
事
業
は
、
農
業
者
だ
け
で
は
な

く
、
地
域
住
民
、
行
政
区
、
関
係
団

体
な
ど
が
幅
広
く
参
加
し
、
活
動
組

織
を
立
ち
上
げ
、
国
・
県
・
町
の
補

助
を
受
け
、
良
好
な
集
落
の
機
能
を

守
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
さ
れ
る
も

の
で
す
。

今
回
、
開
催
に
先
立
ち
、
子
供
た

ち
に
漆
原
用
水
が
地
域
に
果
た
し
て

き
た
役
割
、
ど
じ
ょ
う
や
ホ
タ
ル
、

し
じ
み
が
生
息
し
て
い
た
こ
と
な
ど

用
水
の
説
明
を
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
現
在
は
群
馬
用
水
の
水

を
利
用
し
て
い
る
た
め
、
漆
原
用
水

は
そ
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
な
い
状

況
で
あ
り
、
田
の
排
水
や
近
年
の
都

市
化
に
伴
い
道
路
の
排
水
な
ど
に
利

用
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
、
地
域
で
埋
も
れ
て

い
る
良
好
な
農
業
施
設
を
活
用
し

て
、
ど
じ
ょ
う
の
放
流
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
農
業
に
関
す
る
親
し
み
と

地
域
の
環
境
資
源
を
守
っ
て
行
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
後
も
町
で
は
、
農
地
・
水
・
環

境
保
全
向
上
対
策
事
業
を
推
進
し
て

い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。
希
望
さ
れ

る
地
域
は
ご
連
絡
を
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

役
場
産
業
建
設
課
用
地
管
理
室

牲
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内
線
１
６
３)



今月の納税
固定資産税・・・・・３期
国民健康保険税・・・７期
介護保険料・・・・・７期

便利で確実な口座振替も利
用できます

納期限　10月31日(水)

７ 2007.10

平
成
20
年
度
保
育
園
入
園
希
望
者

の
受
付
け
を
行
い
ま
す
。

▼
入
園
の
基
準

保
護
者
お
よ
び
同
居
の
親
族
全
員

が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
た

め
、
家
庭
で
保
育
で
き
な
い
児
童
が

入
園
で
き
ま
す
。

①
通
常
、
家
庭
外
で
仕
事
を
し
て
い

る
。

②
通
常
、
家
庭
内
で
当
該
児
童
と
離

れ
て
日
常
の
家
事
や
育
児
以
外
の
仕

事
を
し
て
い
る
。

③
妊
娠
中
か
、
出
産
後
間
が
な
い
。

(

出
産
前
後
２
ヵ
月
ま
で)

④
病
気
や
け
が
を
し
て
い
る
か
、
心

身
に
障
害
が
あ
る
。

保

育

平
成
20
年
度
入
園
希
望
の
皆
さ
ん
へ

保
育
園
の
新
入
園
児
を
募
集

⑤
同
居
の
親
族
に
病
人
な
ど
が
い

て
、
常
に
介
護
に
あ
た
っ
て
い
る
。

※
保
育
園
の
入
園
は
先
着
順
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

▼
申
込
み
に
必
要
な
も
の

①
保
育
所
入
所
申
込
書(

裏
面
に
母

親
の
勤
務
、
パ
ー
ト
証
明
を
事
業
所

で
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。
農
業
や
家

族
の
経
営
す
る
事
業
に
携
わ
っ
て
い

る
場
合
は
、
地
区
民
生
委
員
の
証
明

が
必
要
で
す)

②
就
労
状
況
調
査
票(

募
集
要
項
の

右
半
分
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
切

り
離
し
て
持
参
し
て
く
だ
さ
い)

③
そ
の
他
母
親
が
就
労
中
で
あ
る
こ

と
を
確
認
で
き
る
書
類
が
あ
れ
ば
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。（
直
近
の
給
与

支
払
い
明
細
書
、
採
用
決
定
通
知
書

の
コ
ピ
ー
な
ど
）

※
募
集
要
項
や
入
所
申
込
書
は
役
場

健
康
福
祉
課
福
祉
室
、
各
保
育
園
で

配
布
し
て
い
ま
す
。

▼
申
込
日
程

【
期
日
】

10
月
17
日(

水)

対
象
／
１
区
〜
７

区
に
お
住
ま
い
の
人

10
月
18
日(

木)

対
象
　
８
区
〜
13

区
に
お
住
ま
い
の
人

【
時
間
】
両
日
と
も
午
前
９
時
〜
正

午
、
午
後
１
時
〜
５
時

【
場
所
】
役
場
２
階
大
会
議
室

▼
注
意
事
項

※
当
日
、
都
合
の
悪
い
人
は
10
月
19

日(

金)

〜
26
日(

金)

ま
で
健
康
福
祉

課
福
祉
室
で
受
付
け
を
行
い
ま
す
。

(

土
・
日
曜
日
は
除
く)

※
入
所
申
込
書
は
必
ず
役
場
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
各
保
育
園
で
は
受

付
け
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
申
込
み
の
際
、
児
童
の
同

行
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
入
園
決
定
通
知

入
園
仮
決
定
通
知
ま
た
は
不
承
諾

通
知
を
12
月
下
旬
頃
に
、
入
園
本
決

定
通
知
は
、
来
年
３
月
上
旬
頃
に
送

付
し
ま
す
。

※
在
園
児
童
に
つ
い
て
は
、
20
年
度

も
引
き
続
き
保
育
の
継
続
を
希
望
す

る
場
合
は
調
査
書(

10
月
初
め
に
保

護
者
に
配
布)

を
各
保
育
園
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

役
場
健
康
福
祉
課
福
祉
室

牲
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内
線
１
５
３)

第
一
保
育
園

▲

第
ニ
保
育
園

▲

第
三
保
育
園

▲

第
四
保
育
園

▲

第
五
保
育
園

▲


